
 

 

 

６ 行財政計画の取組内容及び実績（効果額） 

【計画別・年度別】 
 

○ 行政改革大綱（H8.1）・財政健全化方策（案）（Ｈ ８ ~Ｈ１０）取組実績・職員数 ・・・・・・・・・・ 

○ 財政再建プログラム（案）（Ｈ１１~Ｈ１３）取組実績・職員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○ 行財政計画（案）（Ｈ１４~Ｈ１６）取組実績・職員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○ 行財政計画（案）【改定版】・行財政改革プログラム（案）（Ｈ１７~Ｈ１９）取組実績・職員数 ・・・・・ 

○ 財政再建プログラム（案）（Ｈ２０~Ｈ２２）取組実績・職員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○ 財政構造改革プラン（案）（Ｈ２３~Ｈ２５）取組実績・職員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４２ 

４４ 

４６ 

４８ 

５０ 

５２ 

 
 
【記載内容】 

１ 行革取組について 

○ 行革取組は、平成 8 年度以降の取組実績にかかる主な内容を記載したものです。一部、当初予算額ベースとなっています。 

○ 取組内容・効果額等のデータは、各行革計画の改革工程表等の記載内容をまとめたものです。 

○ 各行革計画で取組みの方針や内容、実績（効果額）のまとめ方に差異があるため、本資料の作成に際しては、概ね類似（共通） 

していると思われる取組み内容や実績（効果額）等にまとめた上で、比較し易いように編集したものとなっています。 

○ 効果額について、8 年度から 19 年度まで事業費ベース、20 年度以降は一般財源ベースとなっています。 

○ 職員数削減効果額は職員費１千万円／人で算出したものです。 

 

２ 職員数について（財政ノート参照） 

【４／１現在人数について】 

○ 職員数は、各年度 4 月 1 日現在の、一般職（教育長含む。）に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、 

派遣職員などの定数条例対象外の職員を含み、臨時的任用職員又は非常勤職員を除く。 

○ 各部門の職員数は、総務省の定数管理調査の区分によるものであり、各部局等に配置されている職員数の区分とは異なる。 

○ 一般行政部門には知事部局における特別会計、企業会計のほか、各行政委員会事務局及び議会事務局を含む。ただし、 

平成 22 年度以前の水道部は一般行政部門に含む、教育委員会事務局及び平成 16 年度以前の大学等は、教育部門に含む。 
 

    



 

６ 行 財 政 計 画 の 取 組 内 容 及 び 実 績 （ 効 果 額 ） 【 計 画 別 ・ 年 度 別 】 

 

○行政改革大綱（H8.1）・財政健全化方策（案）（H8.8） 

【H8～H10 取組実績（事業費ベース）】  

項目 ／ 年度 平 成 ８ 年 度 平 成 ９ 年 度 平 成 １０ 年 度 

行革取組 主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
 

効果額 
（億円） 

 

（１）歳 出 

○人員の削減（一般行政＋教育）△915 人 ９１ ○人員の削減（一般行政＋教育）△899 人   ９０ ○人員の削減（一般行政＋教育）△1,112 人  １１１ 

  ○給与改定（平成 9 年度人勧）1 年間凍結   ８０ ○給与改定（平成 10 年度人勧）1 年間凍結 ７０ 

 

 

 

 

 

 

○特別職等給与・管理職手当カット 

（出資法人役員・管理職についても同様の措置） 

    ３ 

   

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

○特殊勤務手当の見直し【平年度ベース】 

（97 種類⇒47 種類：平成 10 年 12 月から実施） 

 ３ 

    ７ 

 

○事務事業の見直し 

○シーリングによる歳出削減 

【平成７年度９月補正後比】 

（建設単独△10％、一般施策△15％） 

 

４７ 

１９２ 

 

 

○事務事業の見直し 

○シーリングによる歳出削減 

【平成８年度当初比】 

（建設単独△30％、一般施策△10％） 

 

  ８０ 

３１１ 

○事務事業の見直し 

○シーリングによる歳出削減 

【平成９年度当初比】 

（建設単独△30％、一般施策△10％(一部△
30％)） 

４４ 

 ２４９ 

○主要施設整備プロジェクトの凍結 

（庁舎行政棟・議会棟、現代芸術文化 C 等） 

 ○主要施設整備プロジェクトの凍結【継続】  ○主要施設整備プロジェクトの凍結【継続】  

（ 小  計 ）  （３３０） （ 小  計 ） （５６４） （ 小  計 ） （４８４） 

（２）歳 入 

 

 

○府有財産の売払い 

 

 

４７ 

 

 

○府有財産の売払い 

 

  

  ４６ 

 

 

○府有財産の売払い 

 

 

６６ 

○使用料・手数料の改定 

（平年度ベース 16 億円） 

     ８ 

 

○使用料・手数料の改定 

（平年度ベース 3 億円） 

２ 

 

○使用料・手数料の改定 

（平年度ベース６億円） 

３ 

 

○超過課税の延長【平成 8 年度実績】 

（平成 8 年 11 月 1 日～平成 11 年 10 月 31 日） 

 ３２９ 

 

○超過課税による増収【平成 9 年度実績】 

（平成 8 年 11 月 1 日～平成 11 年 10 月 31 日） 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

（従来の取組によるものを含む 145 億円） 

３０７ 

 

１０５ 

○超過課税による増収【平成 10 年度実績】 

（平成 8 年 11 月 1 日～平成 11 年 10 月 31 日） 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

（従来の取組によるものを含む 160 億円） 

２５０ 

 

６０ 

（ 小  計 ） （３８４） （ 小  計 ）  （４６０） （ 小  計 ） （３７９） 

 
（ 合  計 ） （７１４） （ 合  計 ） (１，０２４) （ 合  計 ） （８６３） 



 

備 考 
※（H8～H10 の 3 年間トータル額）H14.2 行財政計画（案）改革工程表「付属資料・行財政改革の取組実績」P1～2 参照 

※（各年度の取組み）H12.9 財政ノート P26 参照 

 

 

【（参考）H8～H10 職員数】※上記の「人員の削減」と下記「前年度比」欄は一致しない。 

項目 ／ 年度 平 成 ８ 年 度 平 成 ９ 年 度 平 成 １０ 年 度 

職員数 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 

 
 

一般行政部門 １６，６５３人 （－ ３９人） １６，４７８人 （－１７５人） １６，３３６人     （－１４２人） 

教 育 部 門 ５９，０５４人  （－７２５人） ５８，２３７人 （－８１７人） ５７，３５２人     （－８８５人） 

【 小 計 】 ７５，７０７人 （－７６４人） ７４，７１５人 （－９９２人） ７３，６８８人 （－１，０２７人） 

警 察 部 門 ２０，８１６人       （－ ７６人） ２１，１７７人 （＋３６１人） ２１，２６８人     （＋ ９１人） 

【 合  計 】 ９６，５２３人 （－８４０人） ９５，８９２人 （－６３１人） ９４，９５６人     （－９３６人） 

 



 

○財政再建プログラム（案）（H10.9） 

【H11～H13 取組実績（事業費ベース）】 

項目 ／ 年度 平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度 平 成 １３ 年 度 

行革取組 主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
 

効果額 
（億円） 

 

（１）歳 出 

○人員の削減（一般行政＋教育）△1,351 人 

 

１３５ 

 

○人員の削減（一般行政＋教育）△1,252 人 

 

 １２５ 

 

○人員の削減（一般行政＋教育）△1,196 人 

※教職員数定数改善計画に基づく増員は含まない 
１１９ 

 

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 3 年間
停止 

１５０ 

 

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 3 年間停
止【継続】（2 年間の効果額合計 325 億円） 

１７５ 

 

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 3 年間停
止【継続】（3 年間の効果額合計 400 億円） 

  ７５ 

 

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

○期末手当 0.3 月カット 

  ３ 

１３５ 

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

○期末勤勉手当 0.2 月カット 

      ３ 

   ８９ 

 

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

○期末手当 0.05 月カット 

     ３ 

   ２１ 

○事務事業の見直し 

（財政再建プログラム(案)上の個別見直し） 

○シーリングによる歳出削減 

【平成 10 年度当初比】 

（建設公共△10％・単独△50％、一般施策 

△30％） 

２０７ 

 

６３８ 

○事務事業評価による見直し 

（評価対象 1,173 事業：うち休・廃止 145 事業、
見直し 264 事業） 

 

 

  １９０ 

 

 

 

 

 

○事務事業評価による見直し 

（評価対象 1,153 事業：うち休・廃止 128 事業、
見直し 196 事業） 

 

 １９５ 

 

 

 ○公の施設改革プログラム策定 

（11 年度末廃止 7 施設、民間委託 1 施設など） 

     ２ ○公の施設等見直し 

（12 年度末廃止 4 施設） 
 

○主要施設整備プロジェクトの凍結【継続】  ○主要施設整備プロジェクトの凍結【継続】  ○主要プロジェクト見直し 

（面・鉄軌道整備 3 事業等） 

（主要施設 4 構想廃止等） 

 

（ 小  計 ） (１，２６８) （ 小  計 ） (５８４) （ 小  計 ） （４１３） 

（２）歳 入 

 

 

○府有財産の売払い 

 

 

１２０ 

 

 

○府有財産の売払い 

 

   

  ８１ 

 

 

○府有財産の売払い 

 

   

   ７６ 

○使用料・手数料の改定 

（平年度ベース２億円） 

    １ 

 

○使用料・手数料の改定 

（平年度ベース 46 億円） 

  ２１ 

 

○使用料・手数料の改定 

（平年度ベース 2 億円） 

     １ 

○超過課税による増収【平成 11 年度実績】 

（平成 11年 11月 1日～平成 14年 10月 31日） 

 

 

 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

２２８ 

 

 

 

 

１０１ 

○超過課税による増収 

（平成 11 年 11 月 1 日～平成 14 年 10 月 31 日） 

 

 

 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

 

２４４ 

 

   

 

 

  ９６ 

○超過課税による増収 

・法人事業税、法人府民税法人税割 

（平成 11 年 11 月 1 日～平成 14 年 10 月 31 日） 

・法人府民税均等割 

（平成 13 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日） 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

 

 ２５１ 

 

 

 

 

 １２８ 

（ 小  計 ） （４５０） （ 小  計 ） （４４２） （ 小  計 ） （４５６） 



 

 （ 合  計 ）  (１，７１８） （ 合  計 ） (１，０２６) （ 合  計 ） （８６９） 

備 考 
※（H11～H13 の 3 年間トータル額）H16.2 行財政計画（案）改革工程表「付属資料・行財政改革の取組実績」P1～2 参照 

※（各年度の取組み）H15.2 行財政計画（案）進捗状況（改革工程表）の「付属資料・行財政改革の取組実績」P1～P2 及び H15.9 財政ノート P28～29 参照 

 

 

【（参考）H11～H13 職員数】※上記の「人員の削減」と下記「前年度比」欄は一致しない。 

項目 ／ 年度 平 成 １１ 年 度 平 成 １２ 年 度 平 成 １３ 年 度 

職員数 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 

 
 

一般行政部門 １６，０９９人    （－２３７人） １５，７９１人     （－３０８人） １５，４９９人     （－２９２人） 

教 育 部 門 ５６，１８０人 （－１，１７２人） ５４，９４４人 （－１，２３６人） ５３，４３６人 （－１，５０８人） 

【 小 計 】 ７２，２７９人 （－１，４０９人） ７０，７３５人 （－１，５４４人） ６８，９３５人 （－１，８００人） 

警 察 部 門 ２１，２４８人      （－ ２０人） ２１，２６１人    （＋ １３人） ２１，１７１人       （－ ９０人） 

【 合  計 】 ９３，５２７人 （－１，４２９人） ９１，９９６人 （－１，５３１人） ９０，１０６人 （－１，８９０人） 



 

○行財政計画（案）（H13.9） 

【H14～H16 取組実績（事業費ベース）】 

項目 ／ 年度 平 成 １４ 年 度 平 成 １５ 年 度 平 成 １６ 年 度 

行革取組 主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
 

効果額 
（億円） 

 

（１）歳 出 

○人員の削減（一般行政＋教育）△510 人 

※教職員数定数改善計画に基づく増員は含まない 

   ５１ 

 

○人員の削減（一般行政＋教育）△624 人 

※教職員数定数改善計画に基づく増員は含まない 

   ６２ 

 

○人員の削減（一般行政＋教育）△408 人 

※教職員数定数改善計画に基づく増員は含まない 

  ４１ 

 

○普通昇給 24 月（H11･H12）延伸、定数内特

別昇給 4 年間停止（H11～H14 の 4 年間効果
額）【継続】 

○給料表改定（ﾌﾟﾗｽ較差に対するﾏｲﾅｽ改定） 

【1～3 月分（通年効果額 175 億円）】 

 

  ４８０ 

 

 

   ４０  

 

  

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 4 年間停

止（H11～14 取組効果額の持続額 480 億） 

○給料表改定（ﾌﾟﾗｽ較差に対するﾏｲﾅｽ改定） 

【H14 改定分 135 億、H15.1～3 月分 45 億（通

年効果額 105 億）】 

 （４８０） 

 

１８０ 

 

 

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 4 年間停

止(H11～14 取組効果額の持続額 480 億円） 

○給料表改定（ﾌﾟﾗｽ較差に対するﾏｲﾅｽ改定） 

【H15 改定分 60 億】 

 

（４８０） 

  

  ６０ 

 

 

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

○期末手当 0.05 月カット 

○超過勤務手当縮減、通期手当支給方法変更 

     ３ 

  ２０ 

  ２０ 

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

○期末手当 0.25 月カット 

 

     ３ 

 １０５ 

 

○特別職等給与・管理職手当カット【継続】 

 

 

    ３ 

 

 

  ○退職手当見直し    ２７ ○退職手当見直し 

○退職時特別昇給の廃止 

  ３５ 

  １０ 

○施策評価による見直し 

（評価対象 287 施策 1,810 事業：うち休・廃止
273 事業、見直し 330 事業、出資法人含む） 

※効果額は出資法人改革分を含まない 

 １９７ ○施策評価による見直し 

（評価対象 275 施策 1,843 事業：うち休・廃止
202 事業、見直し 205 事業） 

 １５１ ○施策評価による見直し 

（評価対象 277 施策 1,850 事業：うち休・廃止
180 事業、見直し 168 事業） 

  ６０ 

○建設事業の重点化  ２４０     

 

 

○公の施設改革プログラム策定 

（28 施設のあり方、達成すべき数値目標設定） 

   

 

   ３ 

 

 

○公の施設等の見直し【対象施設 28 施設】 

（改革プログラムに沿った施設あり方検討等） 

    

 

    ２ 

 

 

○公の施設等の見直し【対象施設 28 施設】 

（改革プログラムに沿った施設あり方検討等） 

      

 

 ３ 

○主要プロジェクト見直し 

 

 ○主要プロジェクト見直し(点検･評価･方針決定)  ○主要プロジェクト見直し(点検･評価･方針決定)  

○出資法人の改革【集中取組期間 H14～H16】 

（法人数の削減：10 年間で半減に向け、期間中

2 割削減）14 年度△9 法人 

（役職員数の削減：10 年間で 2 割削減に向け、
期間中 400 名削減）14 年度約△230 人 

（補助金・委託料の削減：期間中に一般財源 1

割削減） 

  １１ ○出資法人の改革【集中取組期間 H14～H16】 

（法人数の削減：10 年間で半減に向け、期間中 2

割削減）15 年度△4 法人・累計△13 法人 

（役職員数の削減：10 年間で 2 割削減に向け、
期間中 400 名削減）15 年度約△350 人・累計

約△580 人  

（補助金・委託料の削減：期間中に一般財源 1 割
削減） 

 

   ２ ○出資法人の改革【集中取組期間 H14～H16】 

（法人数の削減：10 年間で半減に向け、期間中 2

割削減）16 年度△5 法人・累計△17 法人 

（役職員数の削減：10 年間で 2 割削減に向け、
期間中 400 名削減）16 年度約△290 人・累計

約△870 人  

（補助金・委託料の削減：期間中に一般財源 1 割
削減） 

 

  １０ 



 

 

○経費の節減 

 

    

 

   ９ 

 

 

○経費の節減 

   

  

   ６ 

 

 

○経費の節減 

   

 

  ５ 

（ 小  計 ） (１，０７４) （ 小  計 ）  （５３８） （ 小  計 ） （２２７） 

（２）歳 入 

○府有財産の売払い １０５ ○府有財産の売払い   ９７ ○府有財産の売払い １３８ 

○使用料・手数料の改定   ５ ○使用料・手数料の改定    ２ ○使用料・手数料の改定  

○超過課税による増収 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

２５２ 

 ４１ 

○超過課税による増収 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

 ２６７ 

   ４０ 

○超過課税による増収 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

３０６ 

  ４３ 

○長期貸付金の前倒し償還   ９     

（ 小  計 ） （４１２） （ 小  計 ）  （４０６） （ 小  計 ） （４８７） 

 
（ 合  計 ） (１，４８６) （ 合  計 ）  （９４４） （ 合  計 ） （７１４） 

備 考 
※（H14～H16 の 3 年間の取組実績トータル額）H18.2 行財政計画（案）改革工程表 P16～17 参照 

※（H14・H15 の取組実績）H16.2 行財政計画（案）進捗状況（改革工程表）の「付属資料・行財政改革の取組実績」P1～P2 参照 

※（H16 の取組み）取組実績データなしのため、H16 取組実績＝（H14～H16 の 3 年間トータル額）－（H14・H15 年度の取組み）の差し引きにより算出した。 

 

 

【（参考）H14～H16 職員数】※上記の「人員の削減」と下記「前年度比」欄は一致しない。 

項目 ／ 年度 平 成 １４ 年 度 平 成 １５ 年 度 平 成 １６ 年 度 

職員数 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 

 
 

一般行政部門 １５，１２５人 （－３７４人） １４，７５９人 （－３６６人） １４，４６５人 （－２９４人） 

教 育 部 門 ５３，０９２人 （－３４４人） ５２，７０３人 （－３８９人） ５１，９９９人 （－７０４人） 

【 小 計 】 ６８，２１７人 （－７１８人） ６７，４６２人 （－７５５人） ６６，４６４人 （－９９８人） 

警 察 部 門 ２１，４４５人 （＋２７４人） ２１，６７０人 （＋２２５人） ２１，８６１人 （＋１９１人） 

【 合  計 】 ８９，６６２人 （－４４４人） ８９，１３２人 （－５３０人） ８８，３２５人 （－８０７人） 



 

○行財政計画（案）【改定版】（H16.11）・行財政改革プログラム（案）（H18.11） 

【H17～H19 取組実績（事業費ベース）】 

項目 ／ 年度 平 成 １７ 年 度 平 成 １８ 年 度 平 成 １９ 年 度 

行革取組 主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
 

効果額 
（億円） 

 

(１)  歳 出 

○人員の削減（一般行政＋教育）△746 人 

（効果額は大学独法化による減等除く） 

   ４５ 

 

○人員の削減（一般行政＋教育）△3,190 人 

（効果額は病院独法化による減等除く） 

 １８ 

 

 

 

 

 

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 4 年間
停止(H11～14取組効果額の持続額480億円） 

 

 

 

 ４８０ 

 

 

 

   

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 4 年間停
止(H11～14 取組効果額の持続額 480 億円） 

○給与水準（現給保障）引き下げ(17 年度改定【通

年】と 18 年度【1～3 月】の効果計) 

○給与構造改革の給与水準引下げ(昇給停止分) 

（４８０） 

 

  ３４ 

 

  ４７ 

○普通昇給 24 月延伸、定数内特別昇給 4 年間
停止(H11～14取組効果額の持続額480億円） 

○給与水準（現給保障）引き下げ(18 年度改定

【通年】の効果計) 

 

 （４８０） 

 

   ８８ 

 

  

○特別職等給与・管理職手当カット、特殊勤務
手当等見直し 

○期末手当カット(管理職△6%、その他△4% 

など) 

○超過勤務手当縮減 

     ４ 

 

   ８１ 

 

    ５  

○特別職等給与・管理職手当カット、特殊勤務手
当等見直し 

○期末手当カット(管理職△6%、その他△4% 

など) 

 

    ４ 

 

  ８１ 

 

 

○特別職等給与・管理職手当カット 

 

○期末手当カット(管理職△6%、その他△4% 

など) 

○財政収支上の地域手当(10%)への対応 

 

     ２ 

 

   ８１ 

 

  ８０ 

○非常勤特別嘱託員制度見直し等 

○互助会補助金等縮減 

  ２５  

  ４    

○非常勤特別嘱託員制度見直し等 

○互助会補助金等縮減 

    ２ 

  ３２ 

○非常勤特別嘱託員制度見直し等 

 

   ３６ 

   

  ○教職員の新たな給与制度構築 

（定時制通信教育手当、給料調整額、産業教育手
当、部活動手当の改定） 

  １２ ○教職員の新たな給与制度構築 

（定時制通信教育手当、給料調整額、産業教育
手当、部活動手当の改定） 

  ２４ 

 

 

○施策評価による見直し 

（評価対象 275 施策 1,869 事業：うち休・廃止
195 事業、見直し 136 事業） 

○経費節減 

  

 

 １０１ 

 

 

   １０ 

 

 

○施策評価による見直し 

（評価対象 273 施策 1,851 事業：うち休・廃止
165 事業、見直し 122 事業） 

○経費節減 

   

 

 ６３ 

 

 

    ３ 

 

 

○施策評価による見直し 

（評価対象 273 施策 1,851 事業：うち休・廃止
165 事業、見直し 122 事業） 

 

  

 

 １１７ 

 

 

 

○建設事業の重点化 

（平成 16 年度比：建設公共・単独△10%） 

 ２１３ 

 

  ○建設事業の重点化  １５７ 

○公の施設の改革      １ ○公の施設の改革     ３ ○公の施設の改革      １ 

○出資法人の改革    ５ ○出資法人の改革（効果額：5 億円・再掲）   １１ ○出資法人の改革（効果額：5 億円・再掲）      ８ 

○主要プロジェクト見直し 

（点検・評価を行い具体的な対応方針を決定） 

 ○主要プロジェクト見直し 

（点検・評価を行い具体的な対応方針を決定） 

   

（ 小  計 ）  （９７４） （ 小  計 ） （３１０） （ 小  計 ） （５９４） 



(２)  歳 入 

 

○府有財産の売払い 

 

  

１４３ 

 

○府有財産の売払い 

 

２１５ 

 

○府有財産の売払い 

 

１６０ 

○使用料・手数料の改定      １ ○使用料・手数料の改定  ○使用料・手数料の改定  

○超過課税による増収 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

 ３３７ 

   ３０ 

○超過課税による増収 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

３８８ 

  ３５ 

○超過課税による増収 

○府税収入の確保【課税調査、滞納整理の推進】 

４１６ 

  ４０ 

○広告事業収入の確保（0.6 億円）   １ ○広告事業収入の確保      ○広告事業収入の確保（0.8 億円）     １ 

（ 小  計 ） （５１２） （ 小  計 ） （６３８） （ 小  計 ） （６１７) 

 
（ 合  計 ） (１，４８６) （ 合  計 ）  (９４８) （ 合  計 ） (１，２１１) 

備 考 

※（H17 の取組実績）H18.2 行財政計画（案）改革工程表 P16～17 参照 

※（H17～H18 の 2 年間の取組実績トータル額、H19 当初取組み）H19.2 行財政計画（案）改革工程表 P18～19 参照 

※（H18 の取組実績）取組実績データなしのため、H18 取組実績＝（H17～H18 の 2 年間の取組実績トータル額）－（H17 の取組実績）の差し引きにより算出した。 

※（H19 の取組実績）取組実績データなしのため、H19 当初予算ベースの額を記載した。 

 

 

【（参照）H17～H19 職員数】※上記の「人員の削減」と下記「前年度比」欄は一致しない。 

項目 ／ 年度 平 成 １７ 年 度 平 成 １８ 年 度 平 成 １９ 年 度 

職員数 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 

 
 

一般行政部門 １４，１５８人 （－３０７人） １０，８５０人 （－３，３０８人） １０，４８４人 （－３６６人） 

教 育 部 門 ５１，３２７人 （－６７２人） ５２，２０５人     （＋８７８人） ５２，４２６人 （＋２２１人） 

【 小 計 】 ６５，４８５人 （－９７９人） ６３，０５５人 （－２，４３０人） ６２，９１０人 （－１４５人） 

警 察 部 門 ２２，１３０人 （＋２６９人） ２２，５９１人      （＋４６１人） ２２，７９５人 （＋２０４人） 

【 合  計 】 ８７，６１５人 （－７１０人） ８５，６４６人 （－１，９６９人） ８５，７０５人 （＋ ５９人） 

備 考 
（参考）公立大学法人大阪府立大学 H17.4.1 設立 

※府立大学・大阪女子大学・府立看護大学の 3 大学統合 

（参考）・地方独立行政法人大阪府立病院機構 H18.4.1 設立 

※急性期総合医療 C・呼吸器ｱﾚﾙｷﾞｰ医療 C・精神医療 C・ 

成人病 C・母子保健総合医療 C 

 



 

○財政再建プログラム（案）（H20.6） 

【H20～H22 取組実績（一般財源ベース）】 

項目 ／ 年度 平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度 平 成 ２２ 年 度 

行革取組 主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

 

（１）歳 出 

 －  － （参考） 

・一般行政部門職員数削減（H22 当初△314 人） 

（H22～H26 の 5 年間で H21 当初比△900 人を
目指す）※財プロ案取組みの外枠 

－ 

○給料月額の時限的カット【H20.8~H22】 

（知事△30%、副知事△20%、教育長･水道企業
管理者△18%、指定職△16%、部長級△14%、

管理職△11.5%、管理職以外△9.5~△3.5%） 

 １９５ 

  

  

○給料月額の時限的カット【H20.8~H22】 

（ 同 左 ） 

 

 

２９５ 

 

○給料月額の時限的カット【H20.8~H22】 

（ 同 左 ） 

 

 

 ２９５  

 

 

○退職手当の減額【H20.8~当分の間】 

（知事△50%、副知事△20%、教育長･水道企業
管理者△15%、指定職△10%、その他一般職
△5%） 

○退職勧奨及び加算措置の廃止【H20.8~】 

 ５４ 

   

  

 

 ２６ 

○退職手当の減額【H20.8~当分の間】 

（ 同 左 ） 

 

 

○退職勧奨及び加算措置の廃止【H20.8~】 

   ５４ 

 

 

 

   ２６ 

○退職手当の減額【H20.8~当分の間】 

（ 同 左 ） 

 

 

○退職勧奨及び加算措置の廃止【H20.8~】 

 ５４ 

  

 

 

  ２６ 

○住居手当（持家）見直し【H20.8~】 

○通勤手当（交通用具）見直し【H20.8~】 

○旅費制度見直し【H20.8~】 

  １１ 

    １ 

  １２ 

○住居手当（持家）見直し【H20.8~】 

○通勤手当（交通用具）見直し【H20.8~】 

○旅費制度見直し【H20.8~】 

   １６ 

     １ 

   １８ 

○住居手当（持家）見直し【H20.8~】 

○通勤手当（交通用具）見直し【H20.8~】 

○旅費制度見直し【H20.8~】 

  １６ 

    １ 

  １８ 

○互助会等補助金の全額削減【20 年度~】 

○非常勤職員雇用単価見直し【H20.8~】 

 

  １７ 

  １３ 

 

○互助会等補助金の全額削減【20 年度~】 

○非常勤職員雇用単価見直し【H20.8~】 

○休職制度（休職給）等の見直し 

   １７ 

   ２６ 

     ７ 

○互助会等補助金の全額削減【20 年度~】 

○非常勤職員雇用単価見直し【H20.8~】 

○休職制度（休職給）等の見直し 

  １７ 

  ２６ 

   ７ 

  ○義務教育等教員特別手当等見直し【H21.4~】    １０      ○義務教育等教員特別手当等見直し【H21.4~】   ２４ 

○事務事業の見直し【対象：全事業、うち主要
検討事業 38 項目】 

※全事業を性質別など 2,880 項目に区分の上、
見直しを実施。 

（方向性：H20 廃止 374 項目、H21 廃止 499

項目） 

２１６ ○事務事業の見直し 

 

（ 同 左 ） 

 ２７５ ○事務事業の見直し 

 

（ 同 左 ） 

３１０ 

○建設事業の縮減 

（一般財源ベースで原則 2 割程度縮減） 

   ７５ ○建設事業の縮減 

（ 同 左 ） 

  ８３ ○建設事業の縮減 

（ 同 左 ） 

 ８１ 

○公の施設見直し【対象：28 施設】 

（方向性：廃止 6、民営化 3、地元連携強化 5、
集約・多機能化 2、運営抜本的見直し 3、移
転 1、大幅ｺｽﾄ縮減 7、機能縮小 1） 

    ４ ○公の施設見直し【対象：28 施設】 

（方向性： 同 左 ） 

    ６ ○公の施設見直し【対象：28 施設】 

（方向性：廃止 6、民営化 2、地元連携強化 5、
集約･多機能化 2、運営抜本的見直し 3、大幅ｺ
ｽﾄ縮減 9、機能縮小 1） 

  １０ 

○出資法人見直し【対象：44 法人】 

（方向性：廃止･撤退等 5、統合 3、民営化 5、
自立化 18、存続 11） 

  ２４ ○出資法人見直し【対象：43 法人】 

（方向性： 同 左 ） 

   ３５ ○出資法人見直し【対象：43 法人】 

（方向性：廃止･撤退等 4、統合 3、民営化 5、自
立化 22、存続 9） 

  ３９ 

○主要プロジェクトの点検【対象：9 事業】  ○主要プロジェクトの点検【対象：9 事業】  ○主要プロジェクトの点検【対象：9 事業】  

（ 小  計 ）  （６４８） （ 小  計 ）  （８６９） （ 小  計 ） （９２４） 



（２）歳 入 

 

 

○府有財産の売却 

○自動販売機設置の公募実施 

 

 

    

 ７４ 

     ３ 

 

 

○府有財産の売却 

○自動販売機設置の公募実施 

○府有財産使用料・貸付料の減免見直し 

 

   

  ９３ 

    ５ 

   ３ 

 

 

○自動販売機設置の公募実施 

○府有財産使用料・貸付料の減免見直し 

  

     

    ４    

    ３ 

      ○使用料・手数料の改定等      １ ○使用料・手数料の改定等      １ 

○出資法人からの歳入確保    １４ ○出資法人からの歳入確保      ７ ○出資法人からの歳入確保      ７ 

○基金の活用（府営住宅整備基金等）    ５０ ○基金の活用（公共施設等整備基金等）    ３１ ○基金の活用（公共施設等整備基金等）      ９ 

○義務教育費国庫負担金の受入増      ３ ○義務教育費国庫負担金の受入増      ５ ○義務教育費国庫負担金の受入増      １ 

○市町村施設整備貸付金の繰上償還 

○退職手当債の発行 

○単年度黒字財源の活用 

 １００ 

 １８５ 

  １４ 

         

（ 小  計 ）  （４４３） （ 小  計 ）   （１４５） （ 小  計 ）   （２５） 

 （ 合  計 ） (１，０９１) （ 合  計 ） (１，０１４) （ 合  計 ） （９４９） 

備 考 

※H23.2 財政再建プログラム（案）改革工程表参照 

※「事務事業の見直し」の項目数は、財政再建プログラム（案）資料（事務事業）の総括表参照 

※「公の施設見直し、出資法人見直し、主要プロジェクトの点検」の対象・方向性は、H20.9~H22.9 財政ノート参照 

※効果額は各年度最終予算額ベースで算定したもの 

 

 

【（参考）H20～H22 職員数】※上記の「職員数の削減」と下記「前年度比」欄は一致しない。 

項目 ／ 年度 平 成 ２０ 年 度 平 成 ２１ 年 度 平 成 ２２ 年 度 

職員数 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 

 
 

一般行政部門 １０，２９８人 （－１８６人） ９，７３４人     （－５６４人）   ９，３００人 （－４３４人） 

教 育 部 門 ５２，３８０人 （－ ４６人） ５１，９６６人      （－４１４人） ５１，８５５人 （－１１１人） 

【 小 計 】 ６２，６７８人 （－２３２人） ６１，７００人      （－９７８人） ６１，１５５人 （－５４５人） 

警 察 部 門 ２２，８９１人 （＋ ９６人） ２２，８６５人      （－ ２６人） ２２，９５７人 （＋ ９２人） 

【 合  計 】 ８５，５６９人 （－１３６人） ８４，５６５人 （－１，００４人） ８４，１１２人 （－４５３人） 

 



 
○財政構造改革プラン（案）（H22.10） 

【H23～H25 取組実績（一般財源ベース）】 

項目 ／ 年度 平 成 ２３ 年 度 平 成 ２４ 年 度 平 成 ２５ 年 度 

１ 行革取組 主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
効果額 
（億円） 

主 な 取 組 内 容 
 

効果額 
（億円） 

 

（１）歳 出 

（参考） 

・一般行政部門職員数削減（H23 当初△139 人） 

別途、水道部廃止により△453 人 

（H22～H26 の 5 年間で H21 当初比△900 人

を目指す）※効果額に含まない 

 

－ 

（参考） 

・一般行政部門職員数削減(H24 当初△265 人） 

別途、試験研究機関の独法化により△239 人 

（H22～H26 の 5 年間で H21 当初比△900 人を

目指す）※効果額に含まない 

 

－ 

（参考） 

・一般行政部門職員数削減(H25 当初△244 人） 

※H22～H25 計△962 人 

（H22～H26 の 5 年間で H21 当初比△900 人を

目指す）※効果額に含まない 

 

－ 

○給料月額の時限的カット継続【H23~H25】 

【知事等】知事△30%、副知事△20%、教育長

△18% ほか【職員】部長級△14%、管理職
△11.5%、管理職以外△9~△3% ほか 

２７０ ○給料月額の時限的カット継続【H23~H25】
（ 同 左 ） 

２７０ ○給料月額の時限的カット継続【H23~H25】
（ 同 左 ） 

２７０ 

○事務事業の見直し【対象：221 事業】 

・他府県比較を行った約 400 事業のうち、法令
義務負担などを除き評価･点検を実施 

（方向性：継続 95、課題付き継続 81 事業、見
直し 41、廃止 4） 

○主要分析事業【対象：10 事業】 

・約 400 事業のうち財政構造への影響の大きさ
を踏まえ、より掘り下げて分析を実施 

 ７８ 

 

 

 

 

  ９ 

○事務事業の見直し【対象：221 事業】 

・他府県比較を行った約 400 事業のうち、法令義
務負担などを除き評価･点検を実施 

（方向性：継続 95、課題付き継続 81 事業、見直
し 41、廃止 4） 

○主要分析事業【対象：10 事業】 

・約 400 事業のうち財政構造への影響の大きさを
踏まえ、より掘り下げて分析を実施 

  １０１ 

 

 

 

 

  ９ 

○事務事業の見直し【対象：221 事業】 

・他府県比較を行った約 400 事業のうち、法令義
務負担などを除き評価･点検を実施 

（方向性：継続 95、課題付き継続 81 事業、見直
し 41、廃止 4） 

○主要分析事業【対象：10 事業】 

・約 400 事業のうち財政構造への影響の大きさを
踏まえ、より掘り下げて分析を実施 

  １１０ 

 

 

 

 

  ９ 

○公の施設見直し（対象：24 施設） 

（方向性：廃止 4、抜本的なあり方検討 11、 

地元連携強化・運営効率化等 9） 

  ６ ○公の施設見直し（対象：24 施設） 

（方向性：廃止 4、抜本的なあり方検討 11、 

地元連携強化・運営効率化等 9） 

  ８ ○公の施設見直し（対象：24 施設） 

（方向性：廃止 4、抜本的なあり方検討 11、 

地元連携強化・運営効率化等 9） 

  ９ 

○出資法人見直し 

（方向性：見直し具体化 11、国制度改正対応 3） 

○孫法人の点検、地方独立行政法人の導入 

  １ ○出資法人見直し 

（方向性：見直し具体化 11、国制度改正対応 3） 

○孫法人の点検、地方独立行政法人の導入 

  ３ ○出資法人見直し 

（方向性：見直し具体化 11、国制度改正対応 3） 

○孫法人の点検、地方独立行政法人の導入 

  ３ 

○主要事業の将来リスク点検【対象：7 項目】 

・今後、新たな財政支出を伴い、財政収支に大
きな影響を及ぼす可能性のある項目 

  － ○主要事業の将来リスク点検【対象：7 項目】 

・今後、新たな財政支出を伴い、財政収支に大き
な影響を及ぼす可能性のある項目 

  － ○主要事業の将来リスク点検【対象：7 項目】 

・今後、新たな財政支出を伴い、財政収支に大き
な影響を及ぼす可能性のある項目 

  － 

（ 小  計 ） （３６４） （ 小  計 ） （３９１） （ 小  計 ） （４０１） 

（２）歳 入 

○府有財産の売却等上積み     ９ ○府有財産の売却等上積み   ４５ ○府有財産の売却等上積み  ５８  

○使用料・手数料見直し 

○財産使用料・貸付料見直し 

     

    １ 

○使用料・手数料見直し 

○財産使用料・貸付料見直し 

    １ 

 １ 

○使用料・手数料見直し 

○財産使用料・貸付料見直し 

    １ 

１ 

○基金の活用（府営住宅整備基金の活用）    ４ ○基金の活用（府営住宅整備基金の活用）    ７ ○基金の活用（府営住宅整備基金の活用） １９ 

○債権管理の強化対策（府税滞納債権の回収） ４３ ○債権管理の強化対策（府税滞納債権の回収） 

○その他債権回収（人権金融公社貸付金償還金） 

４１ 

１０ 

○債権管理の強化対策（府税滞納債権の回収） 

○その他債権回収（人権金融公社貸付金償還金） 

３９ 

 

○宝くじ収益金見直し（府への還元効果額） ７ ○宝くじ収益金見直し（府への還元効果額） ５ ○宝くじ収益金見直し（府への還元効果額）    ５ 

○国所管法人（㈶自治体国際化協会）からの 

積立金返還 

○公の施設納付金制度導入 

２ ○国所管法人（㈶自治体国際化協会）からの 

積立金返還 

○公の施設ネーミングライツ・納付金制度導入 

２ 

 

１ 

○国所管法人（㈶自治体国際化協会）からの 

積立金返還 

○公の施設ネーミングライツ・納付金制度導入等 

１ 

 

１ 

（ 小 計 ）   （６６） （ 小  計 ）   （１１３） （ 小  計 ） （１２５） 



（３）予算編 
成における取 
組等 

 

○予算編成における取組み 

 

２０５ 

 

○予算編成における取組み 

 

１５５ ○予算編成における取組み １４５ 

（取組み主なもの）・部局長ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる要求精査・査定段階での精査・執行段階での収支改善分活用・財政調整基金等の活用・行革推進債の活用 

※効果額は予算編成における財源対策の内数 

（ 小  計 ） （２０５） （ 小  計 ） （１５５） （ 小  計 ） （１４５） 

 （ 合  計 ） （６３５） （ 合  計 ） （６５９） （ 合  計 ） （６７１） 

２ 国等への 
制度提言 

分  野 提 言 項 目 
提 言 数 

23 年 2 月時点 24 年 2 月時点 25 年 2 月時点 26 年 2 月時点 

地方財政制度 
○地方交付税への対応  

○国と地方の役割分担を踏まえた権限・財源・責任の明確化 

(H22 対象) 

2 項目  2 提言 

(H23 対象) 

2 項目  2 提言 

(H24 対象) 

2 項目  2 提言 

(H25 対象) 

2 項目  2 提言 

社会保障制度 

○社会保障関係の基準財政需要額の充実 ○生活保護制度  

○国民健康保険制度 ○後期高齢者医療制度  

○介護保険制度 

○障害者自立支援法に基づく福祉サービス給付  

○公費負担医療制度 ○児童扶養手当 

(H22 対象) 

8 項目 19 提言 

(H23 対象) 

8 項目 19 提言 

(H24 対象) 

8 項目 19 提言 

(H25 対象) 

8 項目  19 提言 

その他の制度提言等 ○公営住宅  ○子ども手当  など 
(H22 対象) 

10 項目 13 提言 

(H23 対象) 

10 項目 15 提言 

(H24 対象) 

10 項目 16 提言 

(H25 対象) 

10 項目  16 提言 

【国等の対応に対する評価】 ×＝措置されず 

△＝一部措置されたが不十分 

○＝ほぼ提言どおり措置 

◎＝提言どおり措置 

(H22 提言への対応評価) 

×： 26 提言 

△：  8 提言 

○： －提言 

◎： －提言 

(H23 提言への対応評価) 

×： 22 提言 

△： 11 提言 

○： 1 提言 

◎： 2 提言 

(H24 提言への対応評価) 

×： 19 提言 

△： 15 提言 

○： 1 提言 

◎： 2 提言 

(H25 提言への対応評価) 

×： 17 提言 

△： 17 提言 

○： 1 提言 

◎： 2 提言 

備 考 

※財政構造改革プラン（案）≪平成 23 年度から平成 25 年度までの取組み実績≫改革工程表参照 

※効果額は最終予算額ベースで算定したもの 

※「予算編成における取組み」による目標額は、改革ﾌﾟﾗﾝ策定時の財源不足額－改革ﾌﾟﾗﾝ個別取組項目の効果額積上げ＝目標額（収支差）となっています。 

  毎年、府政運営の基本方針の策定段階や予算編成過程を通じて、税収や地方財政対策の動向などを踏まえ、歳入の確保や歳出の見直しなど歳入歳出全般にわたる一層の 

  精査・点検を実施したもので、収支均衡予算を編成したことをもって、計画通りの取組みを実施したこととしています。 

※「提言への対応評価」は、府の提言に対する国の対応状況を評価したもの 

 

【（参考）H23～H25 職員数】※上記の「人員の削減」と下記「前年度比」欄は一致しない。 

項目 ／ 年度 平 成 ２３ 年 度 平 成 ２４ 年 度 平 成 ２５ 年 度 

職員数 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 4/1 現在人数 前年度比 

 
 

一般行政部門 ８，５４６人 （－７５４人） ８，１７５人 （－３７１人） ７，９２５人 （－２５０人） 

教 育 部 門 ５１，８９１人 （＋ ３６人） ５１，７４４人 （－１４７人） ５１，０５６人 （ー６８８人） 

（ 小 計 ） ６０，４３７人 （－７１８人） ５９，９１９人 （－５１８人） ５８，９８１人 （－９３８人） 

警 察 部 門 ２３，０９２人 （＋１３５人） ２３，１７２人 （＋ ８０人） ２３，２０２人 （＋ ３０人） 

（ 合  計 ） ８３，５２９人 （－５８３人） ８３，０９１人 （－４３８人） ８２，１８３人 （ー９０８人） 

備 考 
（参考）・H23.4 大阪広域水道企業団へ水道事業を移管 

・公立大学法人大阪府立大学へ H23.4 府立工業高専を移管 

（参考）・H24.4 産業技術総合研究所、環境農林水産総合研究所
を地方独立行政法人化 

 

 


